
雷電の声と将門の悪

き』、うち・よ、？

…
（
中
略
）
…
価
て
不
善
を
一
心
に
作
し
て
天
位
を
九
重
に
競
ふ
。

過
分
の
睾
、
則
ち
生
前
の
名
を
失
ひ
、
放
逸
の
報
い
、
則
ち
死
後
の

は
ぢ
あ
ら
は

槐

を

示

す

。

［

将

門

記

］

こ
こ
で
は
、
「
雷
電
の
声
」
が
ひ
ど
く
「
百
里
の
内
」
に
鳴
り
響
き
、

将
門
の
悪
事
が
す
で
に
「
千
里
の
外
」
に
知
れ
渡
る
（
傍
線
①
．
②
部
分
）

と
と
も
に
、
将
門
が
よ
か
ら
ぬ
心
に
よ
っ
て
過
分
の
大
罪
を
犯
し
た
結
果
、

生
前
獲
得
し
た
兵
と
し
て
の
名
声
を
失
い
、
そ
の
ほ
し
い
ま
ま
の
振
る
舞

い
の
報
い
と
し
て
死
後
の
恥
辱
を
受
け
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
傍

天
慶
三
年
（
九
四
○
）
に
勃
発
し
た
天
慶
の
乱
（
平
将
門
の
乱
）
は
、

東
国
を
根
拠
に
活
躍
し
た
豪
族
・
平
将
門
が
、
桓
武
天
皇
の
末
喬
と
い
う

血
筋
と
武
威
と
を
拠
り
所
に
独
自
の
王
権
樹
立
を
企
図
し
た
と
い
う
点

で
、
日
本
史
上
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
事
件
で
あ
っ
た
。

天
慶
の
乱
の
経
緯
を
詳
細
に
記
録
す
る
軍
記
物
語
『
将
門
記
』
で
は
将

門
の
敗
死
を
語
っ
た
の
ち
、
彼
の
行
為
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

す
で
に
千
里
の
外
に
通
れ
り

雷
電
の
声
と
将
門
の
悪

｜
は
じ
め
に
ｌ
問
題
関
心
Ｉ

ｌ
『
将
門
記
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

０

。

；

の
一
つ
で
あ
る
四
六
餅
偲
体
を
駆
使
し
た
対
句
表
現
に
基
づ
く
「
百
里
之

内
↑
↓
千
里
之
外
」
と
い
う
対
概
念
の
並
置
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は

ま
ず
、
こ
の
対
句
表
現
の
解
釈
を
起
点
と
し
て
、
『
将
門
記
』
に
お
け
る

国
土
観
・
空
間
観
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

数
あ
る
「
将
門
記
』
注
釈
の
う
ち
、
右
の
対
句
表
現
を
意
識
し
て
当
該

（１）

部
分
を
解
釈
し
た
の
が
竹
内
理
三
氏
で
あ
る
。
氏
は
右
の
対
句
が
『
本
朝

文
粋
』
巻
四
所
収
「
同
じ
き
公
、
摂
政
准
三
宮
等
を
辞
す
る
の
表
（
以
下
「
辞

表
」
）
」
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と
し
た
上
で
、
将
門
が
神
明
の
放
っ

た
矢
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
、
そ
の
首
級
が
平
安
京
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

、

、

、

、

を
示
す
「
首
は
千
里
の
外
に
伝
へ
ら
る
（
傍
点
筆
者
）
」
と
い
う
「
辞
表
」

の
表
現
に
依
拠
し
、
「
百
里
の
内
」
を
「
東
国
」
、
「
千
里
の
外
に
通
れ
り
」

を
「
京
都
に
ま
で
通
じ
た
」
意
味
と
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
「
百

里
の
内
」
と
東
国
、
「
千
里
の
外
」
と
平
安
京
と
が
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か

と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
、
竹
内
氏
は
と
く
に
言
及
し
な
い
。

本
稿
で
は
〈
百
里
の
内
Ⅱ
東
国
〉
〈
千
里
の
外
Ⅱ
平
安
京
〉
と
す
る
竹

内
説
の
適
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
共
に
、
「
将
門
記
』
に
お
け
る
空
間

内｜
、
線
①
．
②
部
分
の
原
文
を
示
す
と
「
方
今
、
①

冨

樫

進

」
と
な
り
、
『
将
門
記
」
の
特
徴

雷
電
之
声
、
尤
響
百
里
之
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雷電の声と将門の悪

［
白
虎
通
義
四
封
公
侯
］

ま
ず
（
Ａ
）
に
お
い
て
確
認
し
た
い
の
は
、
「
礼
記
』
に
お
い
て
は
「
天

、

、

、

、

子
（
王
者
）
」
の
領
田
が
千
里
四
方
、
「
（
諸
）
侯
」
の
田
が
百
里
四
方
と

定
め
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
③
部
分
）
点
で
あ
る
。
一
方
、
（
Ｂ
）
に
お
い

て
は
雷
が
「
諸
侯
の
象
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
（
傍
線
⑤
部
分
）
、

雷
が
「
百
里
」
四
方
を
震
わ
す
と
同
時
に
雲
や
雨
を
用
い
て
潤
す
と
い
う

自
然
現
象
が
、
諸
侯
が
自
ら
の
領
土
を
統
治
・
教
化
す
る
と
い
う
行
為
の

象
徴
と
な
る
（
傍
線
④
部
分
）
。
（
Ａ
）
に
認
め
ら
れ
る
、
諸
侯
の
封
土

の
上
限
を
百
里
四
方
と
す
る
き
ま
り
は
周
王
朝
（
前
二
○
○
頃
～
前

（２）

二
五
六
）
に
起
源
を
有
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
後
漢
王
朝
の
黎
明
期
に
当

観
念
の
背
景
を
、
そ
の
〈
東
国
〉
像
を
中
心
に
提
示
し
て
み
た
い
。

前
節
に
て
引
用
し
た
「
将
門
記
』
傍
線
①
部
分
に
お
い
て
「
百
里
（
の
内
ご

「
雷
電
（
の
声
）
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
結
び
つ
く
必
然
性
を
考
え
る
上
で

示
唆
的
な
の
が
、
爵
・
禄
の
等
級
に
つ
い
て
定
め
た
『
礼
記
」
（
Ａ
）
と
、

後
漢
の
班
固
（
三
二
～
九
三
撰
「
白
虎
通
義
』
（
Ｂ
）
で
あ
る
。

王
者
の
禄
爵
を
制
す
る
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
、
凡
て
五
等
な
り
。

④⑤ …
（
中
略
）
…
身
刻
刊
刎
副
削
制
剥
剖
到
１
倒
川
圃
洲
副
剴
到
到
副
劉
、

伯
は
七
十
里
、
子
・
男
は
五
十
里
。
：
．
（
Ａ
）
［
礼
記
・
王
制
第
五
］

雨
を
潤
す
所
の

雷
は
、
陰
中

諸
侯
の
封
の

二
「
諸
侯
の
象
」
た
る
雷
電

ｌ
「
百
里
の
内
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

の
陽
に
し
て
、
諸
侯
の
象
な
り

百
里
を
過
ぎ
ざ
る
こ
と
、
雷
の
百
里
を
震
は
し
、
雲

同
じ
き
に
象
る

０

Ｏ

：
●

へ

Ｂ
、 〆

［易経（周易）上経・屯］

ち
ゅ
ん

「
易
経
」
に
お
い
て
、
右
に
引
用
し
た
「
屯
」
は
六
十
四
卦
の
第
三

番
目
に
配
列
さ
れ
、
下
に
雷
を
象
徴
す
る
震
（
三
）
、
上
に
水
を
象
徴
す

る
攻
（
菫
）
を
配
し
た
卦
で
あ
る
。
六
十
四
卦
全
体
の
配
列
の
順
序
上
、

こ
の
「
屯
」
は
天
の
象
徴
で
あ
る
「
乾
（
第
一
番
目
に
配
列
と
、
地
の
象

徴
で
あ
る
「
坤
（
第
二
番
に
配
列
）
」
の
生
成
に
続
い
て
起
こ
る
、
天
地

（４）

の
間
を
満
た
す
万
物
の
生
成
の
象
徴
と
さ
れ
る
。

「
易
経
』
で
は
、
「
屯
」
が
性
急
な
行
動
を
控
え
る
と
同
時
に
、
諸
侯
を

劃
詞
別
割
引
剛
判
Ｊ
固
劃
剃
制
開
馴
創
刎
。
今
、
諸
侯
を
四
県
に
封
ず

る
は
法
制
に
合
せ
ず
。
［
後
漢
書
・
本
紀
一
・
光
武
帝
紀
第
一
上
］

こ
こ
で
は
、
皇
帝
か
ら
諸
侯
に
対
す
る
上
限
を
百
里
四
方
以
下
と
定
め

る
（
傍
線
⑥
部
分
）
根
拠
が
「
（
法
の
根
拠
た
る
）
雷
」
に
求
め
ら
れ
て
い

る
点
（
傍
線
⑧
部
分
）
に
加
え
、
周
王
朝
の
故
事
を
正
当
化
す
る
根
拠
を

探
る
理
由
と
な
る
「
侯
を
建
つ
る
に
利
あ
り
（
二
重
傍
線
⑦
部
分
と
が
、
『
易

経
（
周
易
）
』
の
以
下
の
部
分
を
ふ
ま
え
た
内
容
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

た
る
建
武
二
年
（
二
六
）
、
功
績
の
あ
っ
た
諸
侯
に
対
し
て
破
格
の
食
邑
て
い
き
よ
う

を
与
え
よ
う
と
し
た
光
武
帝
に
対
し
て
、
側
近
で
あ
っ
た
博
士
・
丁
恭

が
食
邑
の
削
減
を
提
議
し
た
際
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

罫
引
馴
制
到
刎
剖
詞
閑
引
到
制
創
訓
副
訓
刮
引
矧
卿
創
割
剴
。
故
に
⑦
川

詞
。
象
に
曰
わ
く
、

剤『ⅧⅥＯ⑫

用
う
る
な
か
れ
。
侯
憩
窟
司
到
矧
旧
利
Ｕ

て
侯
を
建
る
Ｉ
利
有
り

⑪

与
判 ］了胎Ⅷゾア里上胃

哩
雲
雷
は
屯
な
り
。

。

。
た
ん

。
象
に
日
は
く
、
…
（
中
略
）

君
子
以
て
経
倫
す
。

へ

３
ー
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雷電の声と将門の悪

封
建
す
る
の
に
適
切
な
時
機
で
あ
る
（
傍
線
⑩
部
分
）
と
さ
れ
、
「
象
辞
」

中
の
「
元
（
大
）
い
に
亨
り
て
貞
し
（
元
亨
貞
）
」
を
雷
雨
の
動
き
に
よ
っ

て
万
物
が
生
育
途
上
に
あ
る
段
階
だ
と
解
釈
す
る
（
傍
線
⑪
部
分
）
。
さ

ら
に
こ
の
よ
う
な
自
然
現
象
が
為
政
者
の
行
動
に
転
化
さ
れ
、
「
君
子
が

国
家
経
縮
の
志
を
建
て
る
」
（
傍
線
⑬
部
分
）
も
の
の
「
天
運
は
じ
め
て

開
き
草
運
蒙
昧
の
時
期
だ
か
ら
、
諸
侯
を
封
建
し
て
こ
と
に
処
す
べ
き
時

期
で
あ
り
、
ま
だ
全
く
安
寧
と
は
言
い
切
れ
な
い
」
（
傍
線
⑫
部
分
）
段

階
と
解
釈
さ
れ
る
。
以
上
の
内
容
を
先
の
「
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
の
内
容

に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
帝
位
に
つ
い
て
間
も
な
い
上
に
赤
眉
軍
の
叛

乱
を
完
全
に
平
定
し
き
れ
て
い
な
い
当
時
の
光
武
帝
の
状
況
は
、
ま
さ
し

く
創
造
さ
れ
た
ば
か
り
の
天
地
の
間
で
万
物
が
生
ま
れ
出
で
よ
う
と
し
て

い
る
「
屯
」
の
段
階
に
ほ
か
な
ら
ず
、
君
臣
間
に
強
固
な
序
列
を
築
く
必

要
上
（
傍
線
⑨
部
分
）
雷
す
な
わ
ち
震
を
含
む
卦
で
あ
る
屯
の
示
す
内
容

に
随
っ
て
（
傍
線
⑧
部
分
）
、
周
王
朝
の
先
例
を
追
う
べ
き
こ
と
が
主
張

さ
れ
た
の
が
わ
か
る
。

以
上
に
示
し
た
「
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
に
お
け
る
「
周
易
」
か
ら
の
影

響
を
考
慮
す
る
と
、
先
の
（
Ｂ
）
「
白
虎
通
義
』
を
解
釈
す
る
上
で
も
、
『
周
易
』

「
震
」
の
内
容
を
前
提
と
し
て
「
諸
侯
」
と
「
雷
」
と
の
関
係
を
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
傍
線
④
部
分
は
「
震
は
百
里
を
驚
か
す
」
（
周
易
下
経
・
震
）

や
「
雷
雨
の
動
き
満
盈
す
」
（
周
易
上
経
・
屯
）
な
ど
の
表
現
と
内
容
的

連
関
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
傍
線
⑤
部
分
の
内
容
も
陰
交
（
こ
こ
・

陽
交
（
｜
）
一
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
震
」
が
（
陰
交
を
二
画
と
考
え
る
と
）

（５）

合
計
五
画
か
ら
構
成
さ
れ
、
奇
数
た
る
陽
卦
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
符
合

す
る
。
『
後
漢
書
』
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
論
理
的
整
合
性
は
確
認
で
き

な
い
も
の
の
、
「
白
虎
通
義
」
に
展
開
さ
れ
た
「
礼
記
』
解
釈
も
ま
た
「
周

易
」
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

三
ゆ
れ
う
ご
く
東
国
ｌ
「
千
里
の
外
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

一
方
、
傍
線
②
部
分
の
「
千
里
の
外
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

前
節
に
お
い
て
「
方
千
里
」
が
天
子
の
治
め
る
領
地
を
意
味
す
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
『
礼
記
」
「
王
制
」
に
は
天
子
の
直
轄
地
で
あ
る
「
方

千
里
」
と
そ
の
外
部
ｌ
「
千
里
の
外
」
の
統
治
に
つ
い
て
定
め
た
、
以

下
の
一
節
が
存
在
す
る
（
本
文
に
⑭
～
⑲
の
番
号
お
よ
び
傍
線
を
付
し
た
）
。

⑭
凡
そ
四
海
の
内
に
は
九
州
有
り
。
州
は
方
千
里
。
⑮
州
ご
と
に

百
里
の
国
三
十
、
七
十
里
の
国
六
十
、
五
十
里
の
国
百
有
二
十
を
建

つ
。
凡
て
二
百
一
十
国
な
り
。
．
．
．
（
中
略
）
…
八
州
、
州
ご
と
に

二
百
一
十
国
。
⑯
天
子
の
縣
内
は
、
方
百
里
の
国
九
、
七
十
里
の
国

二
十
有
一
、
五
十
里
の
国
六
十
有
三
、
凡
て
九
十
三
国
な
り
。
…
（
中

略
）
…
⑰
（
天
子
は
：
筆
者
補
記
）
千
里
の
外
に
方
伯
を
設
く
。

五
国
以
て
属
と
為
す
。
属
に
長
有
り
。
十
国
以
て
連
と
為
す
。
連

に
帥
有
り
。
三
十
国
以
て
卒
と
為
す
。
卒
に
正
有
り
。
二
百
十
一

国
以
て
州
と
為
す
。
州
に
伯
有
り
。
八
州
に
、
八
伯
、
五
十
六
正
、

百
六
十
八
帥
、
三
百
三
十
六
長
あ
り
。
⑱
八
伯
は
各
其
の
属
を
以
て
、

天
子
の
老
二
人
に
属
す
。
天
下
を
分
か
ち
て
以
て
左
右
と
為
し
、
二

嗣
剖
副
剖
。
［
礼
記
・
王
制
第
五
］

各
々
千
里
四
方
か
ら
な
る
九
つ
の
「
州
」
に
よ
っ
て
全
世
界
が
構
成
さ

れ
て
い
る
（
⑭
）
と
い
う
前
提
の
下
、
「
礼
記
』
で
は
天
子
の
縣
内
ｌ

大
小
九
十
三
の
国
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
天
子
の
直
轄
地
と
し
て
の
一
州

（
⑯
）
と
、
各
々
大
小
二
百
十
一
の
国
か
ら
な
る
残
り
の
八
州
（
⑮
）
と

伯
と
日
ふ
。
⑲
千
里
の
内
を
甸
と
日
ひ
、
千
里
の
外
を
采
を
日
ひ
、
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雷電の声と将門の悪

を
区
別
す
る
。
後
者
の
八
州
は
（
方
）
伯
ｌ
正
ｌ
帥
Ｉ
長
と
い
う
序
列
に

基
づ
く
中
央
集
権
体
制
が
ひ
か
れ
（
⑰
）
、
各
州
の
（
方
）
伯
は
「
二
伯
」

と
称
さ
れ
る
天
子
直
属
の
大
臣
二
名
に
分
属
す
る
（
⑱
）
。
そ
し
て
「
千

里
の
内
」
す
な
わ
ち
天
子
直
轄
の
一
州
は
「
甸
」
と
称
さ
れ
、
「
千
里
の
外
」

す
な
わ
ち
残
り
の
八
州
は
「
采
」
「
流
」
と
称
さ
れ
る
（
⑲
）
。
以
上
の
内

容
を
ふ
ま
え
る
と
、
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
千
里
の
外
」
は
皇
帝
の
直
轄

地
を
除
く
世
界
全
土
、
（
方
）
伯
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
間
接
統
治
区
域
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
将
門
記
」
は
平
安
京
ｌ
東
国
と
い
う
二
つ
の
舞
台
に
お
け
る
主
人
公

将
門
と
そ
の
宿
敵
・
平
貞
盛
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を
「
公
」
「
私
」
と
い
う

二
項
対
立
的
基
準
に
基
づ
い
て
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
を
貞
盛
が
将

門
と
私
闘
を
繰
り
広
げ
る
前
半
部
分
と
、
「
旧
郷
」
常
陸
か
ら
平
安
京
へ

と
舞
い
戻
っ
た
貞
盛
が
朝
廷
に
仕
え
る
立
場
で
将
門
に
対
崎
す
る
後
半
部

分
と
に
大
別
で
き
る
。
右
の
「
礼
記
』
の
内
容
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
雷
電

の
声
」
が
響
き
渡
る
「
百
里
（
の
内
）
」
と
は
、
唯
一
絶
対
た
る
天
子
含
将

門
記
」
で
は
朱
雀
天
皇
）
の
統
治
下
に
お
い
て
将
門
の
君
臨
の
許
さ
れ
た
、

天
子
の
直
轄
地
の
外
に
拡
が
る
東
国
圏
内
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
傍

線
①
部
分
は
将
門
・
貞
盛
が
と
も
に
〈
私
〉
の
立
場
で
敵
対
す
る
「
将
門

記
」
前
半
部
分
の
内
容
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
り
、
天
子
た
る
朱
雀
と
諸

侯
に
比
定
さ
れ
た
将
門
と
の
間
の
絶
対
的
君
臣
関
係
を
内
包
し
て
い
る
た

め
、
平
安
京
と
東
国
と
は
〈
都
ｌ
鄙
〉
の
対
立
項
上
に
配
さ
れ
る
【
図

、

、

、

二
・
一
方
、
「
千
里
の
外
」
と
は
「
将
門
の
悪
」
が
通
ず
る
と
さ
れ
る
点

で
東
国
の
外
延
部
た
る
平
安
京
を
指
す
の
は
明
ら
か
だ
が
、
天
子
の
直
轄

地
を
「
方
千
里
」
と
す
る
『
礼
記
』
の
内
容
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は

将
門
を
「
千
里
」
の
統
治
者
、
す
な
わ
ち
天
子
と
見
な
す
視
点
を
窺
う
こ

以
上
の
考
察
の
結
果
、
小
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
竹
内
説
の
妥
当
性
を
再

確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
「
千
里
の
外
」
が
単

に
東
国
を
基
準
と
し
た
遠
隔
地
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
新
皇
」
将

と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
現
は
菅
原
道
真
の
託
宣
（
後
述
）
に

依
拠
し
、
「
新
皇
」
と
し
て
坂
東
八
国
を
統
治
せ
ん
と
す
る
将
門
を
描
く

『
将
門
記
』
後
半
の
内
容
と
対
応
す
る
。
「
将
門
記
一
後
半
部
分
で
は
〈
公
〉

の
後
ろ
盾
を
獲
得
し
た
在
京
官
僚
・
貞
盛
に
対
す
る
将
門
の
行
動
が
そ
の

（６）

ま
ま
〈
公
〉
へ
の
叛
逆
（
Ⅱ
悪
行
）
と
し
て
評
価
さ
れ
る
が
、
傍
線
②
部

分
で
は
「
本
天
皇
」
朱
雀
の
統
治
す
る
平
安
京
と
「
新
皇
」
将
門
の
統
治

す
る
東
国
と
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
天
子
の
直
轄
地
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
で
〈
都
ｌ
都
〉
の
二
極
構
造
を
成
立
さ
せ
る
【
図
三
と
と
も
に
、
将

門
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
独
立
王
朝
が
、
〈
私
〉
的
に
し
て
悪
行
渦
巻
く

場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
図
二
前
半
（
傍
線
①
部
分
）

※
☆
天
皇
Ⅱ
千
里
の
内
・
★
将
門
Ⅱ
百
里
の
内
（
千
里
の
外
）

【図二】後半（傍線②部分）

※
☆
朱
雀
天
皇
Ⅱ
千
里
の
外
・
★
将
門
（
新
皇
）
Ⅱ
千
里
の
内

、
タ 8
J 、
Ｊ Ｏ
ｆ ９
， ０
０ ０

☆ ，８
B ０
Ｕ Ｏ
Ｏ Ｏ
Ｂ ､
０ １
０ ＩＯ
Ｏ Ｏ
Ｏ Ｉ
Ｏ Ｏ
Ｏ Ｏ
Ｏ 『
０
０ ．
１ J
ｌ Ｊ
１ ｆ
＄ Ｊ
， ０

《
濫
悪
の
地
》
★
愚
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雷電の声と将門の悪

と
こ
ろ
で
、
小
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
将
門
評
価
で
は
、
〈
諸
侯
〉
将
門
に

よ
る
統
治
・
教
化
圏
の
隠
愉
た
る
「
雷
電
（
の
声
）
」
と
、
将
門
の
新
皇

即
位
・
坂
東
八
国
領
有
計
画
に
対
す
る
『
将
門
記
』
作
者
の
直
接
的
評
価

と
思
し
き
「
将
門
の
悪
」
と
が
対
句
的
に
配
さ
れ
て
い
た
。

前
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
『
将
門
記
』
後
半
部
分
に
お
い
て
は
貞
盛

が
私
闘
（
お
よ
び
、
そ
の
舞
台
で
あ
る
東
国
）
か
ら
脱
出
し
て
「
公
」
の

後
ろ
盾
を
回
復
す
る
こ
と
で
（
『
将
門
記
」
前
半
部
分
に
お
い
て
は
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
）
将
門
に
よ
る、

貞
盛
へ
の
敵
対
行
動
が
そ
の
ま
ま
「
公
」
へ
の
反
逆
行
為
、
す
な
わ
ち
「
悪

行
」
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
前
半
と
後
半
と
で
対
照
的
な
転
換
の
様
相
を
示
す
「
将
門
記
』
の

対
将
門
評
価
基
準
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
『
将
門
記
』
後
半
部
分
で
は
、

、

将
門
の
本
拠
地
た
る
〈
東
国
〉
を
「
濫
悪
の
地
」
と
見
な
す
評
価
基
準
が

門
の
直
轄
地
・
坂
東
八
国
を
自
律
的
な
く
帝
国
〉
と
み
な
す
前
提
の
も
と

に
成
り
立
つ
表
現
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
東
国
の
「
新
皇
」
と
区
別
す
る

、

目
的
で
、
平
安
京
の
朱
雀
帝
を
「
本
天
皇
」
と
称
す
る
点
に
も
象
徴
的
な

よ
う
に
、
「
将
門
記
』
に
は
本
来
唯
一
無
二
で
あ
る
は
ず
の
天
皇
の
存
在

を
相
対
視
し
得
る
視
線
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
『
将
門
記
』

に
お
け
る
〈
東
国
〉
は
平
安
京
と
車
の
両
輪
・
鳥
の
両
翼
の
よ
う
な
関
係

を
保
ち
つ
つ
も
一
種
の
〈
自
律
性
〉
を
保
ち
、
将
門
の
武
力
行
動
に
連
動

し
て
〈
都
〉
と
〈
鄙
〉
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
た
と
い
え
る
。

四
自
律
性
と
し
て
の
「
濫
悪
」

ｌ
同
時
代
史
料
と
の
比
較
検
討
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

：
．
（
中
略
）
…
＠
遂
に
濫
悪
の
地
に
巡
ら
ば
、
必
ず
不
善
の
名
あ
る

べ

し

。

…

（

Ｃ

）

［

将

門

記

］

た
と
え
清
廉
潔
白
な
身
で
あ
っ
て
も
、
生
臭
い
匂
い
の
立
ち
こ
め
る
「
蚫

室
（
鉋
な
ど
の
乾
物
の
貯
蔵
庫
）
」
に
長
く
い
れ
ば
、
そ
の
身
に
生
臭
い

匂
い
が
染
み
つ
い
て
し
ま
う
（
傍
線
①
部
分
）
。
同
様
に
、
邪
悪
の
は
び

こ
る
坂
東
の
地
で
将
門
と
の
闘
い
に
明
け
暮
れ
て
い
て
は
、
必
ず
や
汚
名

を
蒙
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
（
傍
線
②
部
分
）
。
こ
の
後
に
貞
盛
は
在

京
官
人
と
し
て
の
自
覚
を
取
り
戻
し
、
朝
廷
へ
の
奉
仕
に
専
念
す
る
こ
と

を
決
意
す
る
が
、
以
降
は
「
花
城
」
平
安
京
対
「
濫
悪
」
の
地
「
坂
東
」

（７）

と
い
う
対
立
項
が
「
将
門
記
』
後
半
部
分
を
貫
通
す
る
。

こ
こ
で
、
右
の
引
用
箇
所
（
Ｃ
）
以
外
に
『
将
門
記
」
に
お
け
る
「
濫
悪
」

の
用
例
を
列
挙
す
る
と
「
将
門
の
（
興
世
王
・
源
経
基
両
名
の
：
筆
者

補
記
）
濫
悪
を
鎮
め
む
と
す
る
の
本
意
は
既
に
以
て
相
違
ひ
ぬ
」
…
（
Ｄ
）

「
当
に
今
、
（
将
門
に
よ
る
：
筆
者
補
記
）
濫
悪
の
日
、
烏
景
西
に
傾
き
、

放
逸
の
朝
、
印
縊
を
領
掌
せ
ら
る
」
…
（
Ｅ
）
「
而
も
将
門
、
濫
悪
を
力

浮
上
し
て
く
る
点
で
あ
る
。

『
将
門
記
』
前
半
部
分
に
お
い
て
、
貞
盛
は
将
門
に
遺
恨
を
も
つ
良
兼
．

良
正
兄
弟
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
、
官
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
違
法
な

手
段
を
用
い
て
東
国
の
将
門
討
伐
に
参
戦
す
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、

平
安
京
と
東
国
（
坂
東
）
と
い
う
二
つ
の
土
地
の
間
に
顕
著
な
優
劣
の
差

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
均
衡
関
係
は
貞
盛

の
自
省
に
よ
っ
て
大
き
く
揺
れ
動
く
こ
と
に
な
る
。

身
を
立
て
徳
を
修
む
る
に
は
、
忠
行
よ
り
過
ぎ
た
る
は
莫
し
。
名
を

損じ利を失ふは、邪悪より甚だしきはなし◎９同閑例外雌刷

迦
室
に
宿
れ
ば
轄
奎
の
籟

②

０
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雷電の声と将門の悪

略）…或る郡には①淵調削馴制荊訓酬醐謝を放ち、或る郡には

てへ

９州詞刎創笥馴削伽を入る者れば、髪に、町段歩数を論ぜず、

ただ

条
里
肝
阻
を
弁
さ
ず
、
只
己
が
杠
心
に
任
せ
て
、
一
段
の
見
地
を
以

て
二
三
段
に
記
し
付
く
。

［
尾
張
国
解
文
・
一
六
・
一
請
被
裁
断
令
雑
使
等
入
部
所
責
取
雑
物
事
］

ふ
じ
わ
ら
の
も
と
な
が

右
の
史
料
で
は
、
尾
張
国
司
・
藤
原
元
命
が
不
良
役
人
や
官
位
に
就

い
て
い
な
い
者
（
傍
線
②
部
分
）
や
「
濫
悪
の
子
弟
・
郎
党
等
（
傍
線
①

部
分
と
を
各
郡
に
派
遣
し
、
規
定
量
を
上
回
る
「
土
毛
（
臨
時
の
不
正

と
為
し
て
国
位
を
奪
は
む
と
欲
す
」
：
．
（
Ｆ
）
「
（
将
門
は
：
筆
者
補
記
）

出
で
て
は
濫
悪
を
朝
夕
に
競
ひ
：
．
：
．
」
…
（
Ｇ
）
「
但
し
世
は
闘
靜
堅
固
、

尚
し
濫
悪
盛
ん
な
り
」
…
（
Ｈ
）
と
な
り
、
（
Ｃ
）
を
含
め
て
合
計
六
カ

所
に
「
濫
悪
」
の
語
が
認
め
ら
れ
る
。
う
ち
、
（
Ｄ
）
～
（
Ｇ
）
の
四
例

は
将
門
や
興
世
王
ら
の
行
為
を
指
し
て
お
り
、
彼
ら
の
人
物
像
を
表
象
す

る
語
の
よ
う
に
も
受
け
取
り
得
る
も
の
の
、
〈
東
国
〉
の
属
性
を
指
す
（
Ｃ
）

の
用
法
や
『
将
門
記
』
作
者
の
当
世
観
を
表
す
（
Ｈ
）
の
用
法
の
存
在
は

無
視
し
得
な
い
。
ま
た
（
Ｄ
）
～
（
Ｇ
）
に
つ
い
て
も
、
各
々
の
行
為
の

舞
台
が
す
べ
て
〈
東
国
〉
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
将
門
記
』
に
お

け
る
「
濫
悪
」
と
は
将
門
ら
〈
叛
乱
者
〉
の
人
物
像
を
象
徴
す
る
熟
語
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
当
世
の
〈
東
国
〉
を
象
徴
す
る
熟
語
と
し
て
解
釈

す
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
立
ち
入
る
者
を
生
臭
く
染
め
上
げ

て
し
ま
う
と
い
う
「
蚫
室
」
の
如
く
、
将
門
・
貞
盛
ら
を
「
濫
悪
」
な
る

存
在
へ
と
染
め
上
げ
て
し
ま
う
「
濫
悪
の
地
」
の
具
体
像
を
考
え
る
上
で
、

お
わ
り
の
く
に
げ
ぶ
み

天
慶
の
乱
発
生
か
ら
約
半
世
紀
後
に
記
さ
れ
た
『
尾
張
国
解
文
（
以
下
『
解

（８）

文
』
こ
と
い
う
史
料
が
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

取
る
所
の
土
毛
供
給
、
正
物
の
外
に
已
に
以
て
三
倍
せ
り
。
：
．
（
中

清
行
は
当
代
を
道
徳
風
俗
の
乱
れ
た
末
世
（
澆
季
）
と
見
な
し
て
お
り
、

必
ず
し
も
「
正
法
」
に
則
っ
た
治
世
が
実
現
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
た

め
、
不
正
な
手
段
で
政
務
を
達
成
す
る
者
の
存
在
を
容
認
す
る
（
傍
線
①

部
分
）
。
そ
の
上
で
、
当
時
罪
を
問
わ
れ
た
国
司
は
み
な
「
公
」
の
た
め

に
功
を
は
か
り
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
前
に
告
訴
さ
れ
た
だ
け
で
あ

り
、
私
利
私
欲
に
よ
る
犯
罪
を
犯
し
た
も
の
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
「
公

規
の
税
金
）
」
な
ど
を
強
引
に
徴
収
す
る
と
い
う
非
政
が
、
在
地
の
立
場

か
ら
告
発
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
醍
醐
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
『
意
見
十
二

箇
条
』
含
本
朝
文
粋
』
三
に
お
い
て
、
三
善
清
行
は
国
司
の
不
正
に
関
し

て
郡
司
や
百
姓
か
ら
の
告
発
が
あ
っ
た
際
、
不
正
の
有
無
を
調
査
す
る
朝
使

の
派
遣
を
取
り
や
め
、
後
任
の
国
司
に
調
査
を
委
ね
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

そ
こ
に
示
さ
れ
た
清
行
の
当
代
観
は
、
『
解
文
』
（
お
よ
び
『
将
門
記
』
）
と

時
代
的
に
や
や
開
き
が
あ
る
と
は
い
え
、
『
解
文
』
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
た

元
命
ら
の
立
場
を
代
弁
す
る
よ
う
な
内
容
を
も
つ
点
で
興
味
深
い
。

２
割
矧
引
闇
側
趨
窺
訶
判
判
訓
刎
割
調
刺
削
酬
刺
ｕ
ｌ
胡
側
副
到
州
凶
判

あ
り
。
…
（
中
略
）
…
い
は
む
や
こ
の
牧
宰
等
、
身
は
帝
簡
よ
り
出

で
て
、
志
は
朝
恩
を
報
ず
。
た
だ
に
績
を
明
時
に
立
て
む
こ
と
を
求

む
る
の
み
に
非
ず
。
ま
た
皆
名
を
後
代
に
垂
れ
む
こ
と
を
念
ふ
も
の

な
り
。
息
叫
Ｈ
則
鋼
副
州
剰
弔
口
燗
刈
副
剖
可
劉
別
渕
判
制
矧
捌
馴
劃
謝

り
、
い
ま
だ
成
ら
ざ
る
の
間
、
俄
に
告
言
せ
ら
る
る
の
み
。
い
ま
だ

げ
て
尋
を
直
ぐ
す
る
者
あ
り
、
或
は
始
を
失
ひ
て
終
を
全
く
す
る
者

に
、
誠
に
こ
れ
公
罪
な
り

皆
て
自
ら
犯
し
て
己
を
入
れ
し
人
あ
ら
ず
。
静
に
そ
の
意
を
尋
ぬ
る

０

［
意
見
十
二
箇
条
・
第
八
条
］
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雷電の声と将門の悪

罪
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
傍
線
②
部
分
）
、
と
清
行
は
力
説
す
る
。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
楽
観
的
な
国
司
性
善
説
の
背
景
に
は
、
目
的
の
た
め

に
は
手
段
を
選
ば
な
い
（
Ⅱ
選
べ
な
い
）
退
廃
し
た
地
方
行
政
の
現
状
に

対
す
る
在
京
貴
族
・
清
行
の
諦
め
が
存
在
す
る
。
「
公
の
た
め
に
功
を
謀
」
っ

た
結
果
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
「
解
文
」
筆
者
の
糾
弾
す
る
「
濫
悪
」
に
他

な
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
も
十
分
に
想
定
で
き
よ
う
。

『
将
門
記
』
に
お
い
て
、
将
門
は
「
素
よ
り
国
の
乱
人
た
り
、
民
の
害

は
る
あ
き
ら

毒
た
り
」
と
酷
評
さ
れ
る
藤
原
玄
明
と
組
ん
で
常
陸
国
長
官
・
藤
原
維

幾
と
戦
闘
を
行
い
、
結
果
的
に
坂
東
八
国
領
有
へ
と
突
き
進
む
こ
と
に
な

る
が
、
「
将
門
記
』
は
将
門
が
玄
明
に
荷
担
し
た
理
由
を
「
常
陸
介
藤
原

え
ん
わ
う

維
幾
朝
臣
の
息
男
為
憲
、
偏
に
公
の
威
を
仮
り
て
、
た
だ
冤
柾
を
好
」
ん

だ
た
め
と
す
る
。
こ
の
く
だ
り
は
『
解
文
』
中
の
「
濫
悪
の
子
弟
・
郎
等
」

、

、

、

、

、

、

、

に
よ
る
土
毛
の
不
正
徴
収
を
髻
鑿
と
さ
せ
る
と
共
に
、
将
門
本
人
の
望
ま

、

、
ざ
る
か
た
ち
で
坂
東
八
国
占
領
と
い
う
謀
叛
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を

暗
示
す
る
点
に
注
目
し
た
い
。
先
の
『
解
文
』
や
『
意
見
十
二
箇
条
』
の

内
容
を
ふ
ま
え
て
将
門
・
玄
明
に
よ
る
弁
明
の
意
味
を
考
え
る
と
、
『
将

門
記
」
に
お
け
る
「
濫
悪
の
地
」
と
は
、
在
京
の
皇
族
・
官
人
本
位
の
倫

理
基
準
を
超
越
し
た
、
実
力
本
位
の
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
将
門
記
』
は
勝
敗
の
行
方
を
名
分
の
有
無
や
戦
闘
力
の
優
劣
で
は
な

（９）

く
、
時
運
に
帰
し
て
解
釈
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
将
門
記
』

に
お
い
て
〈
東
国
〉
が
自
力
救
済
を
旨
と
す
る
「
濫
悪
の
地
」
で
あ
り
、

平
安
京
中
心
の
単
純
な
善
悪
二
元
論
で
は
割
り
切
れ
な
い
世
界
と
し
て
描

き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を

重
視
す
る
際
、
「
将
門
記
」
全
体
の
大
き
な
転
機
と
な
る
将
門
の
「
新
皇
」

即
位
宣
言
が
「
菅
原
（
道
真
：
筆
者
補
記
）
朝
臣
の
霊
魂
」
の
取
り
次

ぎ
に
よ
る
「
位
記
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
将
門
記
」
の
〈
東
国
〉
像
を

理
解
す
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
。
菅
原
道
真
が
死
後
怨
霊
化
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
将
門
に
「
位
記
」

を
授
与
し
た
と
さ
れ
る
「
菅
原
朝
臣
の
霊
魂
」
も
反
朝
廷
の
立
場
を
と
る

道
真
の
怨
霊
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
川
尻
秋
生
氏
は
道
真
の
息
子
．

菅
原
兼
茂
が
将
門
の
乱
当
時
に
実
質
的
に
常
陸
国
を
支
配
し
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
、
父
・
道
真
に
連
座
し
て
中
央
政
界
か
ら
の
左
遷
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
兼
茂
に
周
囲
の
人
々
が
同
情
を
寄
せ
た
で
あ
ろ
う
点
、
さ
ら
に
八

幡
神
が
皇
祖
神
で
あ
り
な
が
ら
私
的
な
勧
請
を
国
家
か
ら
容
認
さ
れ
て
い

た
点
を
背
景
に
、
「
将
門
記
』
に
認
め
ら
れ
る
新
皇
の
位
記
授
受
が
実
現

（叩）

し
た
と
考
え
る
。

道
真
の
よ
う
な
政
治
的
敗
者
に
共
鳴
す
る
者
た
ち
は
そ
の
怨
念
を
為
政

者
に
対
す
る
潜
在
的
な
不
満
と
結
び
つ
け
、
政
治
的
敗
者
の
霊
魂
を
怨
霊（Ⅲ）

（
御
霊
）
と
し
て
祀
り
あ
げ
る
こ
と
で
王
権
勢
力
へ
の
反
逆
を
試
み
る
。

将
門
の
建
都
と
は
、
既
存
の
政
権
か
ら
追
放
さ
れ
た
反
王
権
的
神
威
に
依

拠
す
る
形
で
、
東
国
が
本
質
的
に
有
し
て
い
た
「
濫
悪
」
と
い
う
自
律
性

を
最
大
限
に
増
幅
さ
せ
る
意
味
を
含
む
行
為
で
あ
っ
た
。
「
将
門
記
」
に

お
け
る
〈
東
国
〉
像
と
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
協
調
・
敵
対
と
い
う

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
原
動
力
に
、
平
安
京
と
併
存
し
つ
つ
も
自
律
し
た
存
在

に
あ
っ
た
当
時
の
畿
外
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
〈
東
国
〉
の
も
つ
そ
の
よ
う
な
自
律
性
が
在
京
皇
族
や
官
僚
・
文
人

ら
に
よ
り
「
濫
悪
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
む
す
び
に
か
え
て

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
将
門
記
」
で
は
将
門
に
よ
る
坂
東
占
領
が
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雷電の声と将門の悪

、

、

、

、

、

、

、

、

、

将
門
本
人
の
望
ま
ざ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
箇
所
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
「
濫
悪
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
在
京
皇
族
や
官
僚
は
お
ろ
か
、
将

門
や
貞
盛
ら
戦
闘
の
当
事
者
に
と
っ
て
も
制
御
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
萌
し
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
中
世

（尼）

的
な
王
士
王
民
思
想
・
神
国
思
想
の
前
に
お
い
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
封

じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
八
幡
神
に
よ
っ
て
皇
位
を
授
け
ら
れ
た
将
門
が

護
国
を
司
る
八
大
尊
官
の
放
っ
た
「
神
鏑
」
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
る
と
い

う
『
将
門
記
」
の
筋
立
て
は
、
神
威
を
背
景
と
す
る
脅
威
を
別
の
神
仏
の

力
で
封
じ
込
め
る
と
い
う
点
で
、
在
野
の
反
王
権
的
怨
霊
が
朝
廷
主
導
の

御
霊
信
仰
へ
と
取
り
込
ま
れ
、
王
権
擁
護
の
神
へ
と
そ
の
性
質
を
転
換
さ

せ
る
構
図
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

き
ゆ
は
か
り
ご
と
ほ
し
い
ま
ま

「
此
の
韻
観
の
謀
を
縦
に
す
る
は
、
古
今
に
も
希
な
る
所
な
り
。

況
む
や
本
朝
は
神
代
以
来
、
未
だ
此
の
事
有
ら
じ
」
と
い
う
『
将
門
記
』

も
と

の
慨
嘆
は
「
素
よ
り
侘
人
を
済
け
て
気
を
述
ぶ
」
英
雄
将
門
を
前
代
未
聞

の
王
位
墓
奪
と
い
う
「
邪
悪
」
へ
と
駆
り
立
て
た
く
東
国
〉
の
「
濫
悪
」

に
対
す
る
、
み
や
こ
び
と
の
戦
悌
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注
（
１
）
山
岸
徳
平
・
竹
内
理
三
・
家
永
三
郎
・
大
曾
根
章
介
校
注
『
古
代

政
治
社
会
思
想
（
日
本
思
想
大
系
８
）
」
（
一
九
七
九
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
２
）
武
王
、
成
、
康
所
封
数
百
、
而
同
姓
五
十
五
。
地
、
上
不
過
百
里
、

下
三
十
里
。
以
輔
衛
王
室
。［

史
記
・
巻
十
七
・
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
］

（
３
）
『
易
経
』
本
文
解
釈
は
、
高
田
真
治
・
後
藤
基
已
訳
「
易
経
」
（
岩

波
文
庫
）
に
拠
る
。

（
４
）
有
天
地
然
後
万
物
生
焉
。
盈
天
地
之
間
者
唯
万
物
。
故
受
之
以
屯
。

屯
者
物
之
始
生
也
。
…
（
以
下
省
略
）
…
［
易
経
・
序
卦
伝
］

（
５
）
陽
卦
多
陰
、
陰
卦
多
陽
。
其
故
何
也
。
陽
卦
奇
、
陰
卦
絹
。

［周易・繋辞下伝］

（
６
）
拙
稿
「
「
都
市
」
と
「
地
方
」
の
彼
方
に
’
一
将
門
記
」
の
分

析
を
通
じ
て
」
含
文
化
」
六
八
’
三
・
四
。
二
○
○
五
年
三
月
）
。

（
７
）
拙
稿
、
（
６
）
前
掲
論
文
。
こ
の
よ
う
な
〈
東
国
〉
像
が
当
時
広

範
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
友
康
「
平
安
貴
族
の
「
坂

東
」
像
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
○
○
、
一
九
九
八
年
五
月
）
や
川
尻
秋

生
「
平
安
貴
族
が
見
た
坂
東
ｌ
平
将
門
の
乱
の
影
響
を
中
心
と
し

て
ｌ
」
含
日
本
歴
史
」
六
三
五
、
二
○
○
一
年
四
月
）
な
ど
、
日

本
史
研
究
者
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。

（
８
）
中
国
典
籍
に
お
け
る
「
濫
悪
」
の
用
例
は
、
「
功
、
謂
器
之
精
好
者
、

苦
、
謂
濫
悪
者
」
含
筍
子
』
弁
功
苦
、
注
）
「
器
濫
悪
不
利
者
、
以

其
士
予
人
也
」
含
管
子
』
参
患
）
な
ど
、
器
物
の
品
質
が
低
い
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
。
「
漢
語
大
詞
典
』
は
「
悪
劣
、
質
量
低
劣
（
原

文
は
簡
体
字
）
」
と
す
る
。

（
９
）
篠
原
昭
二
「
初
期
軍
記
・
王
朝
説
話
文
学
と
中
世
軍
記
」
含
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
講
座
日
本
文
学
平
家
物
語
上
」
所
収
。

一
九
七
八
年
、
至
文
堂
）

（
岨
）
川
尻
秋
生
「
平
将
門
の
新
皇
即
位
と
菅
原
道
真
・
八
幡
大
菩
薩

ｌ
菅
原
道
真
・
八
幡
神
の
託
宣
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
含
古
代
東
国

史
の
基
礎
的
研
究
」
所
収
。
二
○
○
三
年
、
塙
書
房
）

（
Ⅱ
）
義
江
彰
夫
『
神
仏
習
合
（
岩
波
新
書
）
」
（
一
九
九
六
年
、
岩
波
書
店
）
、

河
音
能
平
「
天
神
信
仰
の
成
立
ｌ
日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世

へ
の
移
行
」
（
二
○
○
三
年
、
塙
書
房
）
な
ど
。

（
吃
）
村
井
章
介
「
王
士
王
民
思
想
と
九
世
紀
の
転
換
」
二
思
想
』
八
四

七
、
一
九
九
五
年
一
月
）
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